（R05　教育合同　外国語指導員の賃金・労働条件の改善について）
第一の項目について
　大阪府人事委員会勧告に基づく給料表の改定に連動して単価設定している会計年度任用職員の報酬等を改定するものであり、外国語指導員（NET）については、給料表に基づいた報酬の設定ではないため、改定は行わない。

第二の項目について
外国語指導員（NET）については、国の非常勤職員制度や、府の常勤職員の状況を勘案した上で、また、府における他の非常勤職員との間に権衡を保つため、現行の休暇制度としている。

